
図表１　国保財政運営の役割分担

町は加入者から国保税を集め、
県に「納付金」を納めます。
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県は市町村が支払う納付金や
公費を財源にして、保険給付
に必要な費用の全額を市町村
に交付します。
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国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
す
る

皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
、
誰
も
が
少
な
い
負
担
で
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
制
度
で
、
加
入
者
同

士
が
互
い
に
助
け
合
う
相
互
扶
助

の
精
神
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
平
均
で
一
人
当
た
り
１
４
８
３
円
の
増
、
一
世
帯
当
た
り
５
７
６
円
の
減

国
保
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

　

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
税
率
が
６
月
議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ
、
決
定
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
国
保
税
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
基
金
（
預
金
）
か
ら
国
保
会
計
に
減
税
財
源
を
繰
り
入
れ
、
運
営

し
て
い
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
と
本
年
度
の
国
保
税
率
改
定
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
と
県
が
協
力
し
て
運
営

国
民
健
康
保
険
と
は

　

国
民
健
康
保
険
は
、
国
民
皆
保

険
制
度
の
基
盤
と
な
る
仕
組
み
で

す
が
、「
高
齢
者
の
加
入
割
合
が

高
く
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費
が

高
い
」「
財
政
基
盤
が
不
安
定
」

と
い
っ
た
構
造
的
な
課
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。

　

こ
の
国
民
皆
保
険
制
度
を
将
来

に
わ
た
っ
て
守
り
続
け
る
た
め
、

現
在
は
、
都
道
府
県
が
市
町
村
と

と
も
に
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者

に
な
り
、
協
力
し
て
運
営
を
担

い
、
安
定
的
な
財
政
運
営
と
効
率

的
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
図
表
１
を
参
照
）

県
の
役
割

県
は
、
市
町
村
か
ら
の
国
保

事
業
費
納
付
金
（
以
下
、納
付
金
）

や
国
の
補
助
金
等
を
財
源
と
し

て
保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
を

各
市
町
村
に
交
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体

と
な
り
、
市
町
村
事
務
の
効
率
化

を
図
る
な
ど
、
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

町
の
役
割

　

町
は
、
被
保
険
者
証
（
以
下
、

保
険
証
）
の
交
付
事
務
や
保
険
給

付
な
ど
の
申
請
・
届
出
の
受
付
、

国
保
税
の
課
税
・
徴
収
、
特
定
健

診
な
ど
の
保
健
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
国
保
税
な
ど
を
財

源
に
県
へ
納
付
金
を
納
付
し
ま
す
。

   

税
率
と
税
額
の
算
定

　

国
保
税
は
、
①
国
保
加
入
者
の

医
療
費
の
状
況
に
よ
っ
て
決
め
る

「
医
療
分
」、
②
国
全
体
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
の
状

況
に
よ
っ
て
決
め
る
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
」、
③
国
全
体
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
状
況
で
決
め
る

「
介
護
保
険
分
」
の
３
つ
の
区
分

で
必
要
額
を
算
定
し
、
税
率
を
決

定
し
ま
す
。

　

国
保
税
必
要
額
は
、
県
が
各
市

町
村
の
医
療
費
水
準
や
所
得
水
準

等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
納
付
金

な
ど
の
歳
出
総
額
か
ら
、
国
が
市

町
村
に
交
付
す
る
補
助
金
な
ど
を

差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
税
額
は
、
３
つ
の
区
分

ご
と
に
所
得
割
・
均
等
割
・
平
等

（
世
帯
）
割
の
３
方
式
で
算
定
さ

れ
ま
す
。

　

国
保
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
県
が
国
保
財
政
の
運
営
主
体

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
11
年

度
に
は
、
保
険
料
の
県
統
一
化
を

目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

  

本
年
度
の
税
率
と
税
額

◆
医
療
分

　

納
付
金
や
保
健
事
業
費
等
の
支

出
費
用
か
ら
、
国
保
税
の
必
要
額

を
算
出
し
て
税
率
を
算
定
し
ま

す
。
本
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
物
価

高
騰
な
ど
に
よ
る
経
済
状
況
な

ど
を
考
慮
し
、
加
入
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
基
金
か
ら

１
４
０
０
万
円
を
減
税
財
源
と
し

て
充
当
し
ま
し
た
。
今
後
も
将
来

的
な
国
保
税
の
県
統
一
化
を
見
据

え
、
計
画
的
に
基
金
を
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

75
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
の
経
費
を
国
全
体

で
賄
う
た
め
、
国
保
で
も
一
定
割

合
を
負
担
し
て
い
ま
す
。
県
が
示

し
た
納
付
金
を
基
に
算
定
し
た
結

果
、
若
干
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま

し
た
。

◆
介
護
保
険
分

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
国
保
加

入
者
は
、
介
護
保
険
料
を
国
保
税

と
し
て
納
め
て
い
ま
す
。
県
が
示

し
た
納
付
金
を
基
に
算
定
し
た
結

果
、
引
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
で
算
定
し

た
結
果
、
昨
年
と
比
較
し
て
、

１
人
当
た
り
の
平
均
負
担
額
は

１
４
８
３
円
の
増
額
、
１
世
帯
当

た
り
の
平
均
負
担
額
は
５
７
６
円

の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

図表２　令和５年度の税率と税額 ※（　　）内は前年度比

区分 説明 医療分 後期高齢者
支援金分 介護保険分 全体の税額に

占める割合

所得割 国保加入者の前年の所得に応じ
て計算

6.62㌫
（－ 0.04㌽）

3.18㌫
（＋ 0.21㌽）

2.90㌫
（＋ 0.25㌽）

49㌫
（± 0㌽）

均等割 国保加入者１人当たりの負担額 19,600 円
（－ 800 円）

9,400 円
（＋ 200 円）

11,400 円
（＋ 800 円）

35㌫
（± 0㌽）

平等割 １世帯当たりの負担額 13,800 円
（－ 1,400 円）

6,400 円
（＋ 200 円）

5,800 円
（＋ 600 円）

16㌫
（± 0㌽）

　

町
で
は
、
疾
病
の
早
期
発
見
・

早
期
治
療
に
向
け
、各
種
健
（
検
）

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
国
保
の

特
定
健
診
は
、
１
年
に
１
回
９
千

円
相
当
の
検
査
を
無
料
で
受
け
ら

れ
、
自
身
の
体
の
状
態
が
確
認
で

き
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

　

ま
た
、
生
活
習
慣
全
般
に
対
す

る
健
康
意
識
の
向
上
と
健
康
づ
く

り
の
た
め
、
家
庭
で
の
血
圧
測
定

の
習
慣
化
と
「
健
康
ポ
イ
ン
ト
手

帳
」
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い

る
ほ
か
、
本
年
度
よ
り
人
間
ド
ッ

ク
助
成
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

毎
年
８
月
に
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
と
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
下
旬

ま
で
に
、
国
保
は
世
帯
主
、
後
期

高
齢
者
医
療
は
本
人
宛
て
に
郵
便

で
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

有
効
期
限
の
過
ぎ
た
保
険
証

は
、
町
役
場
健
康
増
進
課
・
奥
川

支
所
・
新
郷
連
絡
所
に
返
却
す
る

か
、
個
人
情
報
に
留
意
の
上
で
裁

断
な
ど
に
よ
り
確
実
に
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。
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133,258 円
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グラフ１　町の平均負担額の推移
保
険
証
の
更
新
と
返
却
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●
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い
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町
民
税
務
課　

税
務
係

　

☎
45
―
２
２
１
２

●
保
険
証
に
つ
い
て

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

日
頃
か
ら「
健
康
」を
意
識

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
の
一
体
化

　

令
和
６
年
の
秋
に
は
健
康
保
険

証
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
廃
止
さ
れ

た
後
は
、
健
康
保
険
証
と
一
体
化

さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
健
康
保
険
証
が
廃
止
さ

れ
た
後
で
も
、
有
効
期
限
が
切
れ

て
い
な
い
保
険
証
に
つ
い
て
は
、

そ
の
ま
ま
有
効
な

も
の
と
し
て
医
療

機
関
な
ど
の
窓
口

で
使
用
で
き
ま
す
。。
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